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平成２７年８月２７日

指定（介護予防）通所介護事業所の管理者 様

指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所の管理者 様

新潟市福祉部介護保険課長

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出について（通知） 

日頃より高齢者に対する介護保険サービスの提供にご尽力いただき、感謝申し上げます。

平成２７年度の介護保険制度改正に伴い、平成２７年４月１日以降、指定通所介護事業

所等の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス（以下「宿泊サー

ビス」という。）を提供する場合、指定権者への届出と、指定通所介護等に準じた事故発生

時の対応が義務づけられました。

ついては、宿泊サービスを提供する事業所は、下記により届出を行ってください。

記

１．提出書類 

（１）届出書

・指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する（開始、変更、休止・

廃止）届出書【別紙様式】

（２）添付書類

  届出書とともに下記の添付書類を提出してください。

ア 宿泊サービスを開始する場合

・宿泊サービスについて規定した運営規程（指定通所介護事業所等の運営規程と別

に定める必要あり）

・平面図（宿泊室の場所・面積を明示）

イ 届け出た内容に変更が生じた場合

・変更後の運営規程（運営規程の変更の場合に限る）

・平面図（宿泊室の変更の場合に限る）

※ 運営規程に盛り込むべき事項や宿泊室の面積要件等については厚生労働省より示

されている「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等

以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」

を必ず確認してください。



２．届出期限 

（１） 宿泊サービスを開始する場合

ア 本通知発出日現在、既に宿泊サービスを提供している場合

平成２７年９月３０日（水）

イ 本通知発出日以降、宿泊サービスを提供する場合

宿泊サービス提供開始前

（２） 届け出た内容に変更が生じた場合

変更の事由が生じてから１０日以内

（３）宿泊サービスを休止又は廃止する場合

休止又は廃止の日の１月前まで

３．提出先 

〒９５１－８５５０

新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１

新潟市福祉部介護保険課指定係

４．その他 

・ 当該届出を行わない場合や、事故報告を行わない場合は、指定通所介護事業所等の運営

基準違反となりますので、適切な運営を行ってください。

・ 宿泊サービスについては、本通知、厚生労働省指針、国Ｑ＆Ａ等を十分にご確認の上、

適切な事業運営に努めてください。

お問い合わせ先

担当 福祉部介護保険課指定係

電話 ０２５－２２６－１２９３

FAX ０２５－２２４－５５３１


